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公
衆
の
面
前
で
国
家
安
全
保
障
上
の
機
密
対
応
を
す
る
こ
と
の
是
非
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
と
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
、
二
月
十
一
日
に
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
リ
ダ
州
パ
ー
ム
ビ
ー
チ
に
あ
る
別
荘
内
の
レ
ス
ト

ラ
ン
で
夕
食
を
共
に
し
た
際
、
一
般
客
の
食
事
を
す
る
、
い
わ
ば
公
衆
の
面
前
で
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
巡
り
対
応
を
協

議
し
て
い
た
こ
と
が
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
二
月
十
三
日
の
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
電
子
版
）
は
、“T

rum
p

and
A

be
rem

ained
at

the
table

and

discussed
their

response
to

a
ballistic

m
issile

test
by

N
orth

K
orea.

W
hile

w
aiters

cam
e

and
w

ent

―and

w
hile

one
club

m
em

ber
snapped

photos

―the
tw

o
leaders

review
ed

docum
ents

by
the

light
of

an
aide’s

cellphone.”

（
ト
ラ
ン
プ
と
安
倍
は
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
ま
ま
、
北
朝
鮮
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
実
験
へ
の
反
応
を
話
し
は
じ
め

た
。
ウ
エ
イ
タ
ー
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
、
そ
の
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
い
る
間
、
二
人
の
首
脳
は
、

側
近
の
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
照
ら
さ
れ
た
文
書
を
検
証
し
た
）
と
報
じ
、“T

hat
strange

scene”

（
お
か
し
な
場
面
）

で
、“T

rum
p

becam
e

president,
in

part,
because

of
D

em
ocrat

H
illary

C
linton’s

neglect
of

inform
ation

security.”

（
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
に
な
っ
た
の
は
、
一
部
に
は
、
民
主
党
の
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
の
情
報
管
理
に
対
す

る
軽
視
に
よ
る
も
の
だ
）
と
批
判
し
て
い
る
。

一



ま
た
、
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
い
た
と
み
ら
れ
る
人
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
、
安
倍
総
理
の
前
に
か
ざ
さ
れ
た
文
書
を
ス
タ
ッ

フ
が
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
照
ら
し
、
谷
内
正
太
郎
国
家
安
全
保
障
局
長
ら
日
本
政
府
関
係
者
が
そ
れ
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る

写
真
も
掲
載
さ
れ
、
「
（
政
府
の
高
官
が
）
慌
て
て
い
る
の
を
見
る
の
は
面
白
い
」
と
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
件
に
関
し
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
電
子
版
）
が
い
う
、
「
ト
ラ
ン
プ
と
安
倍
は
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
ま
ま
、
北
朝
鮮
の
弾
道
ミ
サ

イ
ル
実
験
へ
の
反
応
を
話
し
は
じ
め
た
。
ウ
エ
イ
タ
ー
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
、
そ
の
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
写
真
を
撮
っ

た
り
し
て
い
る
間
、
二
人
の
首
脳
は
、
側
近
の
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
照
ら
さ
れ
た
文
書
を
検
証
し
た
」
旨
の
報
道
は
事
実

で
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
電
子
版
）
が
い
う
、
「
側
近
の
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
照
ら
さ
れ
た
文
書
を
検
証
し
た
」
旨
の

報
道
で
い
う
「
側
近
」
は
、
谷
内
国
家
安
全
保
障
局
長
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
谷
内
国
家
安
全
保
障
局
長
で
な
い

と
す
れ
ば
、
こ
の
側
近
は
誰
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
協
議
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
側
近
の
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
照
ら
さ
れ
た
文
書
を
検
証
し
た
」
旨
の
報
道
で
い
う
文
書
が
、
ウ
エ
イ
タ
ー
が
行
っ
た

二



り
来
た
り
し
、
そ
の
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
い
る
状
態
を
容
認
し
、
か
つ
、
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で

照
ら
さ
れ
て
い
る
状
態
が
そ
の
近
く
に
い
た
客
に
撮
影
さ
れ
て
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
上
に
投
稿
さ
れ
、
全
世
界
に
発
信
さ
れ
た

こ
と
は
、
安
倍
総
理
に
随
行
し
、
携
帯
電
話
の
ラ
イ
ト
で
文
書
を
照
ら
し
て
い
た
政
府
高
官
に
関
し
て
、
国
家
公
務
員
法
第

百
条
で
い
う
「
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
と
い
え
ど
も

同
様
と
す
る
。
」
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

ア
メ
リ
カ
民
主
党
の
ペ
ロ
シ
下
院
院
内
総
務
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
国
際
危
機
（
へ
の
対
応
）
を
デ
ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
の
よ
う

に
見
せ
た
こ
と
は
言
い
訳
で
き
な
い
」
と
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
協
議
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
協
議
が
ど
の
よ
う

な
内
容
で
あ
る
に
せ
よ
、
日
米
両
国
の
総
理
、
大
統
領
、
そ
し
て
政
府
高
官
が
、
こ
う
し
た
場
面
で
協
議
す
る
姿
を
広
く
世

間
に
さ
ら
す
の
は
不
適
切
な
こ
と
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
電
子
版
）
が
報
じ
る
と
こ
ろ
のdocum

ents

（
文
書
）
は
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
上
の
機
密
を

含
む
文
書
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
は
世
界
的
に
知
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
世
界
各
国
に
多
く
の
読
者
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
で
、
安
倍
総
理
と
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
行
動
がT

hat
strange

scene
（
お
か
し
な
場
面
）
と
批
判
さ
れ
る
こ
と

三



は
、
わ
が
国
の
国
際
的
信
用
の
低
下
に
直
結
す
る
。
安
倍
総
理
は
か
か
る
情
報
管
理
に
対
す
る
軽
視
の
姿
勢
を
改
め
、
猛
省

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

「
外
務
省
職
員
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
三
四
九
号
）
で
は
、
「
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事

実
で
あ
っ
て
、
他
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
利
益
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
公
知
性
及
び
秘
匿
の
必
要

性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し
て
い
る
事
実
を
い
う
も
の
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
電
子
版
）
が
報
じ

る
と
こ
ろ
のdocum

ents

（
文
書
）
は
、
非
公
知
性
及
び
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
を
具
備
し
て
お
り
、
「
秘
密
」
に
該
当
す

る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

八
に
つ
い
て
、
政
府
が
非
公
知
性
及
び
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
を
具
備
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
根
拠

は
何
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


